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告 示

�愛媛県告示第１８０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条第２項の規定

により、次のとおり一部事務組合の設立を許可した。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 組合の名称

愛媛地方税滞納整理機構

２ 組合を組織する地方公共団体

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条

市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、上島

町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野

町、鬼北町、愛南町

３ 組合の共同処理する事務

� 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に基づき市

町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事

案のうち、関係市町の長から機構が引き受けた事案に係

る滞納処分及びこれに関連する事務並びに滞納処分の停

止又は不納欠損処分をすることについての判定に係る事

務

� 関係市町の職員に対する徴収業務に関する研修に係る

事務

� 関係市町の徴収業務に関する分析及び提言に係る事務

４ 組合の事務所の位置

松山市一番町四丁目１番地２ 愛媛県自治会館５階

５ 組合設立年月日

平成１８年４月１日

６ 組合設立許可年月日

平成１８年２月３日

�愛媛県告示第１８１号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業所の

所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００３００１７６１１８ 有限会社シンシア 四国中央市金生町
山田井４番地１ 星 川 純 一 児童居宅

介護
居宅介護事業所
シンシア

四国中央市金生
町山田井４番地
１

四国中央市川之
江町３２１７番地１

平成１７年
１１月２２日

毎週（火・金）曜日発行 第１７３４号 平成１８年２月１４日

平成１８年２月１４日火曜日 第１７３４号
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�愛媛県告示第１８２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８３号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８４号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業所の

所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８６号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００１００１８８１１５ 有限会社シンシア 四国中央市金生町
山田井４番地１ 星 川 純 一

身体障害
者居宅介
護

居宅介護事業所
シンシア

四国中央市金生
町山田井４番地
１

四国中央市川之
江町３２１７番地１

平成１７年
１１月２２日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００２００２１５１１５ 有限会社シンシア 四国中央市金生町
山田井４番地１ 星 川 純 一

知的障害
者居宅介
護

居宅介護事業所
シンシア

四国中央市金生
町山田井４番地
１

四国中央市川之
江町３２１７番地１

平成１７年
１１月２２日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００３００１７０１１１ 社会福祉法人来島
会

今治市登畑甲３４５
番地１ 越 智 一 博 児童居宅

介護
ホームヘルプ事
業部凛

今治市室屋町一
丁目１－８

今治市宮ケ崎甲
１６６番地

平成１７年
１０月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００１００１８１１１０ 社会福祉法人来島
会

今治市登畑甲３４５
番地１ 越 智 一 博

身体障害
者居宅介
護

ホームヘルプ事
業部凛

今治市室屋町一
丁目１－８

今治市宮ケ崎甲
１６６番地

平成１７年
１０月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者 サービス

の 種 類

指 定 居 宅 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 代表者の氏名 変 更 前 変 更 後

３８０００２００２０８１１０ 社会福祉法人来島
会

今治市登畑甲３４５
番地１ 越 智 一 博

知的障害
者居宅介
護

ホームヘルプ事
業部凛

今治市室屋町一
丁目１－８

今治市宮ケ崎甲
１６６番地

平成１７年
１０月１日

愛 媛 県 報平成１８年２月１４日 第１７３４号
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�愛媛県告示第１８７号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

東温市 山之内の一
部

平成１６年度から
平成１７年度まで

東温市の
地籍図及び地籍簿

四国中央
市

新瀬川の一
部
三島宮川の
一部

平成１６年度から
平成１７年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１８年２月１４日

�������
�愛媛県告示第１８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市居相土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、伊予市上吾川地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第

５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写

しを縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・武ノ宮地区）変

更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月１５日から３月１４日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

�������
�愛媛県告示第１９０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市吉海町仁江１４２８の２、１４２９の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１９１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

松山市畑里乙１７３の１、乙１７５の１０

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１９２号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから

、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示

する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市野村町野村１７号１８の２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１９３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

宇和島市

宇和島市曙町１番地

代表者 宇和島市長 石橋 寛久

宇和島市栄町港二丁目４番１４号

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市吉田町深浦字ヲヲギダ１番耕地４０７番１２から

同１番耕地４０７番１４までの地先公有水面

� 区域

次の１点から１１点までを順次直線で結んだ線並びに１１

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（宇和島市吉田町深浦字ジョノシタ２番耕地４７４

番２地先の道（市道深浦上線）に設置した金属鋲）は、

北緯３３度１９分０３秒、東経１３２度３０分１７秒の地点

愛 媛 県 報平成１８年２月１４日 第１７３４号

９５



１点は、基点から真北７８度４１分４１秒１３８．５９メートルの

地点

２点は、１点から真北１５９度５５分１２秒１４．１１メートル

の地点

３点は、２点から真北２０８度３０分１６秒３．９７メートルの

地点

４点は、３点から真北２５７度４０分３９秒６．６５メートルの

地点

５点は、４点から真北２５７度１２分０９秒６．６５メートルの

地点

６点は、５点から真北２５６度３６分４１秒１０．１１メートル

の地点

７点は、６点から真北２５５度５３分４７秒１０．１１メートル

の地点

８点は、７点から真北２５５度２６分１２秒３．１４メートルの

地点

９点は、８点から真北２９２度３８分１２秒４．３５メートルの

地点

１０点は、９点から真北３２９度０３分０５秒６．１６メートルの

地点

１１点は、１０点から真北３１９度４０分２５秒２．１５メートルの

地点

� 面積

５９４．０９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１４年７月８日 愛媛県指令港第２４６号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年２月１４日

�������
�愛媛県告示第１９４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

１工区

宇和島市吉田町深浦字ジョノシタ２番耕地４９１番１か

ら同字ゴヲダ２番耕地２番１までの地先公有水面

２工区

宇和島市吉田町深浦字ヲヲギダ１番耕地４０７番１２から

同字ムカイ１番耕地３８番１までの地先公有水面

� 区域

１工区

次の１点から３９点までを順次直線で結んだ線並びに３９

点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点１（宇和島市吉田町深浦字ジョノシタ２番耕地４

７４番２地先の道（市道深浦上線）に設置した金属鋲）は

、北緯３３度１９分０３秒、東経１３２度３０分１７秒の地点

１点は、基点１から真北９６度２６分２０秒８０．４４メートル

の地点

２点は、１点から真北１６７度３４分１４秒１０．３８メートル

の地点

３点は、２点から真北２５３度４９分３３秒１．８１メートルの

地点

４点は、３点から真北１６３度５８分１５秒５．６９メートルの

地点

５点は、４点から真北２５３度５０分４３秒１．５７メートルの

地点

６点は、５点から真北３４４度２５分１１秒２．９３メートルの

地点

７点は、６点から真北２５２度５１分１８秒７．６９メートルの

地点

８点は、７点から真北２５４度３９分４０秒９．９３メートルの

地点

９点は、８点から真北１６４度１８分２７秒２．４０メートルの

地点

１０点は、９点から真北２５３度５１分３３秒２．３６メートルの

地点

１１点は、１０点から真北３４３度５１分４９秒１．００メートルの

地点

１２点は、１１点から真北２５３度５７分５９秒２．７４メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１６３度３１分２０秒１．００メートルの

地点

１４点は、１３点から真北２５３度５２分１２秒０．５０メートルの

地点

１５点は、１４点から真北３４３度５７分５８秒２．４０メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２５２度０４分３３秒４．４７メートルの

地点

１７点は、１６点から真北２５４度４０分０１秒９．９９メートルの

地点

１８点は、１７点から真北２４８度５６分２８秒１０．１３メートル

の地点

１９点は、１８点から真北１５９度２１分３６秒２．３９メートルの

地点

２０点は、１９点から真北２４８度５７分４５秒０．５１メートルの

地点

２１点は、２０点から真北３３８度５７分１０秒１．００メートルの

地点

２２点は、２１点から真北２４８度５９分１５秒２．８０メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１５８度５８分２２秒１．００メートルの

愛 媛 県 報平成１８年２月１４日 第１７３４号
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地点

２４点は、２３点から真北２４８度５８分３２秒２．３０メートルの

地点

２５点は、２４点から真北３３９度０２分１６秒２．４０メートルの

地点

２６点は、２５点から真北２４９度００分１２秒１２．７３メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１６０度０２分５５秒２．９１メートルの

地点

２８点は、２７点から真北２５０度０３分０４秒３．４８メートルの

地点

２９点は、２８点から真北３４０度００分２６秒０．２９メートルの

地点

３０点は、２９点から真北２５５度２４分５８秒１．５１メートルの

地点

３１点は、３０点から真北１６０度０２分３０秒３．０６メートルの

地点

３２点は、３１点から真北２１１度０９分３４秒１０．４２メートル

の地点

３３点は、３２点から真北３０１度０９分２６秒２．８１メートルの

地点

３４点は、３３点から真北２１１度０８分０５秒２６．３０メートル

の地点

３５点は、３４点から真北１２１度５７分３９秒１．０８メートルの

地点

３６点は、３５点から真北２１０度４１分１４秒３．４９メートルの

地点

３７点は、３６点から真北３０１度０９分３５秒１．１１メートルの

地点

３８点は、３７点から真北２１１度０９分４０秒７．７０メートルの

地点

３９点は、３８点から真北２９９度４５分０９秒０．６４メートルの

地点

２工区

次の４０点から５３点までを順次直線で結んだ線、５３点５４

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メ

ートル）の陸との公有水面との接する線、５４点から６４点

までを順次直線で結んだ線並びに６４点と４０点を結ぶ春分

及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸

と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点１（宇和島市吉田町深浦字ジョノシタ２番耕地４

７４番２地先の道（市道深浦上線）に設置した金属鋲）は

、北緯３３度１９分０３秒、東経１３２度３０分１７秒の地点

４０点は、３９点から真北９２度５３分２４秒１７９．２２メートルの

地点

４１点は、４０点から真北２５８度０６分２０秒１３．７６メートル

の地点

４２点は、４１点から真北３４８度０６分０５秒６．０２メートルの

地点

４３点は、４２点から真北２５８度０１分３７秒６．３２メートルの

地点

４４点は、４３点から真北３４８度１１分３４秒３．１２メートルの

地点

４５点は、４４点から真北２５８度１０分４９秒７．４８メートルの

地点

４６点は、４５点から真北２５８度１０分５５秒５２．０９メートル

の地点

４７点は、４６点から真北１６８度１３分２２秒３．１３メートルの

地点

４８点は、４７点から真北２５８度３３分０７秒１．５８メートルの

地点

４９点は、４８点から真北３４３度３１分２９秒５．０４メートルの

地点

５０点は、４９点から真北２５３度５４分３２秒１．６６メートルの

地点

５１点は、５０点から真北３２８度５６分５５秒０．９９メートルの

地点

５２点は、５１点から真北３２８度５６分４９秒２２．９５メートル

の地点

５３点は、５２点から真北３３９度１０分１８秒２．２２メートルの

地点

５４点は、基点１から真北８３度３８分５６秒９５．２１メートル

の地点

５５点は、５４点から真北１３９度４０分２５秒２．１５メートルの

地点

５６点は、５５点から真北１４９度０３分０５秒６．１６メートルの

地点

５７点は、５６点から真北１１２度３８分１２秒４．３５メートルの

地点

５８点は、５７点から真北７５度２６分１２秒３．１４メートルの地

点

５９点は、５８点から真北７５度５３分４６秒１０．１１メートルの

地点

６０点は、５９点から真北７６度３６分４１秒１０．１１メートルの

地点

６１点は、６０点から真北７７度１２分０９秒６．６５メートルの地

点

６２点は、６１点から真北７７度４０分３９秒６．６５メートルの地

点

６３点は、６２点から真北２８度３０分１６秒３．９７メートルの地

点

６４点は、６３点から真北３３９度５５分１２秒１４．１１メートル

の地点

� 面積

１工区 １，５３７．２３平方メートル

２工区 １，８４１．２６平方メートル

合 計 ３，３７８．４９平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１４年７月８日 愛媛県指令港第２４５号

４ しゅん功認可年月日

平成１８年２月１４日

愛 媛 県 報平成１８年２月１４日 第１７３４号
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�愛媛県告示第１９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸西六丁目１８４３番２から

同市余戸西六丁目１８３３番２まで

旧 ７．６～１２．０ ０．０２２

新 １０．３～１２．４ ０．０２２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏９０３１番２から

同字９０５２番２まで

旧 ５．０～９．３ ０．３２７

新 ６．０～３３．４ ０．３２７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字猪伏９０３１番２から

同字９０５２番２まで
平成１８年２月１４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
八幡浜市真網代戊１９３番１から

同市真網代戊１９５番１まで

旧 １０．４～１７．４ ０．０３６

新 １３．０～２１．２ ０．０３６

愛 媛 県 報平成１８年２月１４日 第１７３４号

９８



��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第２００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市北只４０４番５から

同市北只４３７番５まで
平成１８年２月１４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田１８０番３から

同町務田７３７番１０地先まで

旧 ７．０～１８．０
８．５～２９．０

０．１１０
０．１１０

新 １７．５～３４．０
８．５～２９．０

０．１１０
０．１１０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田１８０番３から

同町務田７３７番１０地先まで
平成１８年２月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町油袋１６番３から

同町油袋１７番５まで

旧 ５．０～４４．０
１９．０～３５．６

０．０８７
０．０３４

新 ２５．０～４４．０ ０．０７７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町油袋１６番３から

同町油袋１７番５まで
平成１８年２月１４日

愛 媛 県 報平成１８年２月１４日 第１７３４号
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�愛媛県告示第２０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町満倉７０３番１地先から

同町蓮乗寺１８４番地先まで

旧 ３．８～１８．０ ４．５０９

新 ０ ０

〃 長月城辺線
南宇和郡愛南町城辺乙４６３番地先から

同町城辺甲２２９３番１地先まで

旧 ９．０～１４．６ ０．２６３

新 ０ ０

〃 深浦港線
南宇和郡愛南町深浦１８０５番１地先から

同町深浦２５７番２地先まで

旧 ４．０～５．８ ０．１５７

新 ０ ０

〃 〃
南宇和郡愛南町深浦２５５番１地先から

同町深浦２２１番１地先まで

旧 ２．８～６．７ ０．２１５

新 ０ ０

〃 久良城辺線
南宇和郡愛南町城辺乙４６３番地先から

同町城辺甲２９３４番地先まで

旧

新 ６．５～１８．０ １．１７０

〃 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番地先から

同町蓮乗寺１８４番地先まで

旧

新 ９．９～１５．９ ０．４９６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久良城辺線
南宇和郡愛南町城辺乙４６３番地先から

同町城辺甲２９３４番地先まで
平成１８年２月１４日

〃 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番地先から

同町蓮乗寺１８４番地先まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７西建管第１４７０号

平成１８年１月３１日
西条市北条１６５８番３

西条市明理川１３７番地
株式会社アイ・テック
代表取締役 一 色 昇 二
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�愛媛県告示第２０７号
計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により

、八幡浜市、伊方町、宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町、

西予市、大洲市、内子町の特定計量器の定期検査を次のよう

に実施する。ただし、特定計量器検定検査規則（平成５年通

商産業省令第７０号）第３９条第１項各号に規定する特定計量器

の検査は、平成１８年４月１日から１２月２８日までの間において

実施する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１７松局建（開）第７１号

平成１８年２月２日

東温市田窪字水木１８５９番１、１８５９番３、１８６０番３、１８６０番７、１８６１
番４、１８６１番６及び１８６３番５

松山市祝谷六丁目１１９３番地８
三和アセット・プラン
代表者 竹 内 学
東温市田窪１６０２番地

渡 部 安 穂
東温市田窪１８５１番地９

渡 部 初 巳

〃１８日午前１０時 から
午前１１時 まで

ＪＡえひめ南九島
支所

〃１８日午後２時３０分から午後３時３０分まで
ＪＡえひめ南来村
支所

〃１９日午前１０時 から
正 午 まで

宇和島市役所宇和
海支所

〃１９日午後１時３０分から午後２時３０分まで
ＪＡえひめ南下波
支所

〃２２日午前１０時３０分から午後３時 まで 宇和島市役所

〃２３日午前１０時 から
午前１１時 まで

定期船待合所（日
振島ポケットパー
ク）

〃２３日午後１時 から
午後２時 まで

ＪＡえひめ南宇和
海第２支所

〃２３日午後２時３０分から午後３時３０分まで
ＪＡえひめ南嘉島
出張所

〃２４日午前１０時３０分から午後３時 まで 宇和島市役所

６月５日午前１０時３０分から午後３時 まで
鬼北町役場日吉支
所

〃 ６日午前１０時３０分から午後３時 まで 中央公民館 鬼北町

〃 ７日午前１０時３０分から午後３時 まで 中央公民館

〃 ８日午前１０時３０分から午後２時 まで
松野町山村開発町
民センター 松野町

〃１２日午前１１時 から
午後３時 まで

愛南町役場内海支
所

〃１３日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 福浦公民館

〃１３日午後１時 から
午後３時 まで 西海町民会館

〃１４日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

愛南漁業協同組合
深浦本所 愛南町

〃１４日午後１時 から
午後３時 まで

愛南町役場一本松
支所

〃１５日午前１０時 から
午後３時 まで 城辺社会福祉会館

〃１６日午前１０時 から
午後２時 まで 御荘文化センター

９月４日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市明浜町民会
館

〃 ５日午前１１時 から
午後３時 まで 西予市狩江公民館

〃 ６日午前１１時 から
午後３時 まで 西予市俵津支所

〃 ７日午前１０時３０分から正 午 まで
三瓶農村研修セン
ター

〃 ７日午後１時３０分から午後３時 まで
西予市三瓶北公民
館

〃 ８日午前１０時３０分から午後３時 まで
西予市三瓶総合支
所 西予市

〃１１日午前１０時３０分から午後３時 まで 西予市役所

〃１２日午前１０時３０分から午後３時 まで 西予市役所

〃１３日午前１０時３０分から午後３時 まで 西予市野村公会堂

〃１４日午前１１時 から
正 午 まで 西予市惣川支所

〃１５日午前１０時３０分から午後３時 まで
西予市総合センタ
ーしろかわ

１０月２日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

ＪＡ愛媛たいき大
瀬支所

〃 ２日午後１時 から
午後３時 まで 内子町分庁舎

検 査 日 時 検 査 場 所 検 査
区 域

対象となる
特定計量器

平成１８年
４月１０日

午前１０時３０分から
午後３時 まで

八幡浜市役所八幡
浜庁舎

非自動はか
り（計量法
施行令第５
条第１号又
は第２号に
掲げるもの
及び同政令
附則別表第
２に掲げる
ものを除く
。）
分銅
定量おもり
定量増おも
り

〃１１日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
ＪＡ西宇和川上共
選場

〃１１日午後１時 から
午後３時 まで

ＪＡ西宇和真穴共
選場

〃１２日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 千丈地区公民館

〃１２日午後１時 から
午後３時 まで 神山地区公民館

八幡浜
市

〃１３日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市総合福祉
文化センター

〃１４日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
八幡浜市役所日土
出張所

〃１４日午後１時 から
午後３時 まで

八幡浜市役所保内
庁舎

〃１７日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市役所保内
庁舎

〃１８日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市役所八幡
浜庁舎

〃１９日午前１０時３０分から正午まで 伊方町町民会館

〃１９日午後１時３０分から午後３時 まで
伊方町役場町見支
所

伊方町
〃２０日午前１１時 から

午後３時 まで 瀬戸町民センター

〃２１日午前１１時 から
午後３時 まで 三崎町商工会

５月８日午前１０時３０分から午後３時 まで
宇和島市役所三間
支所

〃 ９日午前１０時３０分から午後３時 まで 吉田公民館

〃１０日午前１０時３０分から正 午 まで
ＪＡえひめ南玉津
支所

〃１０日午後１時３０分から午後３時 まで
ＪＡえひめ南奥南
支所

〃１１日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 津島町商工会

〃１１日午後１時 から
午後３時 まで 岩松公民館

〃１２日午前９時３０分から午前１１時 まで 下灘公民館

〃１２日午後１時 から
午後２時３０分まで 御槇公民館

〃１５日午前１０時３０分から午後３時 まで
市立勤労青少年ホ
ーム

〃１６日午前１０時３０分から午後３時 まで 市立図書館
宇和島
市〃１７日午前１０時３０分から午後３時 まで 市立図書館
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ネットワークシステム運用管理業務の委託

� 委託業務名及び数量

庁内ＬＡＮシステム運用管理業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８

年度及び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理業

務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履

行し得る体制が整備されていることを証明した者である

こと。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営

係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

平成１８年３月２８日（火）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年３月２８日（火）午後２時

愛媛県庁第二別館５階第４会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：

〃 ３日午前１０時 から
午後３時 まで 内子町分庁舎

〃 ４日午前１０時 から
午後３時 まで 内子町役場 内子町

〃 ５日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

ＪＡえひめ中央田
渡支所

〃 ５日午後１時 から
午後２時３０分まで

ＪＡえひめ中央参
川支所

〃 ６日午前１０時 から
午後２時 まで

内子町小田林業セ
ンター

〃１０日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 櫛生連絡所

〃１０日午後１時 から
午後３時 まで 白滝連絡所

〃１１日午前１０時 から
午後３時 まで

大洲市役所長浜支
所

〃１２日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 八多喜連絡所

〃１２日午後１時３０分から午後３時 まで 上須戒連絡所

〃１３日午前１０時 から
正 午 まで 菅田連絡所 大洲市

〃１３日午後１時３０分から午後３時 まで 新谷連絡所

〃１６日午前１１時 から
午後２時 まで

河辺基幹集落セン
ター

〃１７日午前１０時 から
午後３時 まで

大洲市役所肱川支
所

〃１８日午前１０時 から
午後３時 まで 大洲市民会館

〃１９日午前１０時 から
午後３時 まで

大洲市総合福祉セ
ンター

愛 媛 県 報平成１８年２月１４日 第１７３４号
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Operation management service for Administrative Affairs
Local Area Network，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２８March２００６
� For further information，please contact： Network
Management Section，Information Policy Division，
Administrative Subdepartment，Planning and Information
Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２
Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
Tel０８９―９１２―２２８９
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年２月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ネットワークシステム運用管理・保守業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛情報スーパーハイウェイ運用管理・保守業務 一

式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

知事が指定する場所

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８

年度及び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理・

保守業務の実績を有し、委託業務について、適切かつ迅

速に履行し得る体制が整備されていることを証明した者

であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営

係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

平成１８年３月２８日（火）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

�に揚げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年３月２８日（火）午前１０時

愛媛県庁第二別館５階第４会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であっ

て、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Operation management and maintenance service for
Ehime Information Super Highway（Network System），
１ set
� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２８March２００６
� For further information，please contact： Network
Management Section，Information Policy Division，
Administrative Subdepartment，Planning and Information
Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２
Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
Tel０８９―９１２―２２８９

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

愛 媛 県 報平成１８年２月１４日 第１７３４号

１０３



平成１８年２月１４日

愛媛県立中央病院長

藤 井 靖 久

１ 入札に付する事項

� 件名

重油の購入

� 購入物品名及び予定数量

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）

第１回目：約７００，０００リットル

第２回目：約８００，０００リットル

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

第１回目：平成１８年４月１日から９月３０日まで

第２回目：平成１８年１０月１日から平成１９年３月３１日ま

で

� 納入場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること

。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「石油・燃料類」について

第１回目の入札にあっては平成１７年度の、第２回目の入札

にあっては平成１８年度及び平成１９年度の製造の請負等に係

る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者

で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期間中に確実に納入できる体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線２２２８

� 入札書の受領期限

第１回目：平成１８年３月２８日（火）午後２時３０分

第２回目：平成１８年９月２７日（水）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

第１回目：平成１８年２月１４日（火）から３月１７日（

金）までの執務時間中（月曜日から金曜

日まで（国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時１５分

までをいう。以下同じ。）

第２回目：平成１８年８月１０日（木）から９月２０日（

水）までの執務時間中

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

第１回目：平成１８年３月２８日（火）午後２時３０分

愛媛県立中央病院東洋医学研究所１階会議

室

第２回目：平成１８年９月２７日（水）午後１時３０分

愛媛県立中央病院東洋医学研究所１階会議

室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し

説明を求められた場合は、これに応じなければならない

。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県立中央病

院長が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規

程第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限

の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを

落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be purchased：
Heavy Oil（JIS K２２０５ class １ �２）
１st contract： approximately７００，０００�
２nd contract： approximately８００，０００�
� Time limit of tender：
１st contract：２：００ p．m．，２８March２００６
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２nd contract：１：３０ p．m．，２７ September２００６
� For further information，please contact： Accounting
Section，General Affairs Division，Secretariat，Ehime
Prefectural Central Hospital，８３Kasugamachi，Matsuyama，
Ehime７９０―００２４ Japan
TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年２月１４日

愛媛県立中央病院長

藤 井 靖 久

１ 入札に付する事項

� 件名

清掃業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛県立中央病院清掃業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

愛媛県立中央病院及び愛媛県立中央病院東洋医学研究

所並びに愛媛県立中央病院研修棟

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１７

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の清掃業務の実績を有し、委託業務

について、適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されて

いることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線２２２８

� 入札書の受領期限

平成１８年３月２８日（火）午後３時

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成１８年２月１４日（火）から３月１７日（金）までの

執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までをいう

。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１８年３月２８日（火）午後３時

愛媛県立中央病院東洋医学研究所１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条

から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、委託業務を履行できることを証明する書類を添

付して、入札書の受領期限までに提出しなければならな

い。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し

説明を求められた場合は、これに応じなければならない

。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると愛媛県立中央病院長が判断し

た入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の

規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最

低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする

。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be rendered：
Cleaning Services for Ehime Prefectural Central Hospital，
１ set
� Time limit of tender：３：００ p．m．，２８March ２００６
� For further information，please contact： Accounting
Section，General Affairs Division，Secretariat，Ehime
Prefectural Central Hospital，８３Kasugamachi，Matsuyama，
Ehime７９０―００２４ Japan
Tel０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

任 免 辞 令

�任免辞令
１月１７日

主任業務員 久 保 賢 司

死亡

�������
�任免辞令

１月３１日

愛媛県技術吏員 二 宮 伸 児

願により本職を免ずる
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